
吊
ゴ主

『
謬
和
』

第
二
十
四
章
に
み
え
る
説
話
と
易
の
引
用
に
つ
い
て

l
l
『
呂
氏
春
秋
」

『
准
南
子
』

一
、
は
じ
め
に

吋
仰
砂
利
い
は
、
い
わ
ゆ
る
「
馬
王
堆
吊
冊
一
一
日
易
伝
」
の
一
篇
で
あ
る
。

「
馬
王
地
吊
書
易
伝
」
は
、
ヴ
一
一
ニ
子
関
」
吋
繋
辞
」
古
都
之
義
」
吋
南
京
」

沼
砂
利
」
吋
昭
力
い
の
六
篇
か
ら
な
る
が
、
各
篇
の
体
裁
は
互
い
に
異

な
っ
て
お
り
、
ム
ハ
篇
は
一
時
一
人
の
作
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
偲
々
の
篇
に
つ
い
て
も
同
様
に

必
ず
し
も
一
時
一
人
の
作
と
は
限
ら
ず
、
本
来
は
成
立
を
異
に
す
る

い
く
つ
か
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
、
数
段
階
の
編
集
を
経
た
後
に
一

篇
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
自
に
抄
写
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
と
い
う
と
と

(
2〉

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
ヨ
紗
和
い
に
つ
い
て
も
、
全
二
十
四
章

の
う
日
、
は
じ
め
の
十
二
節
が
「
謬
和
問
於
先
生
田
」
「
呂
昌

問
先
生
日
:
・
:
・
」
な
ど
で
は
じ
ま
る
問
答
体
、
続
く
六
節
が
「
子
日

:
」
で
は
じ
ま
る
独
自
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
お
わ
り
の
六
節

は
い
ず
れ
も
艇
史
的
人
物
の
登
場
す
る
故
事
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
文

「
説
苑
』

と
の
比
較
を
中
心
に

l
i

渡

大

ミ怠
ヌ主主

体
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
卦
交
辞
を
引
用
す
る
際
に
は
、

は
じ
め
の
十
二
節
お
よ
び
次
の
六
節
が
、
「
故
易
臼
:
:
:
」
「
周
易
日

・
:
」
も
し
く
は
「
川
之
六
二
日
:
:
:
」
な
ど
と
す
る
の
に
対
し

て
、
お
わ
り
の
六
節
は
、
い
ず
れ
も
「
易
卦
其
義
日
:
:
:
」
と
い
う

形
式
を
と
っ
て
い
て
体
例
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
決
し
て
一

時
一
人
の
作
で
は
な
く
、
本
来
、
別
々
に
通
行
し
て
い
た
も
の
が
あ

る
時
期
に
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で

馬
王
堆
自
書
に
つ
い
て
は
、
成
立
を
異
に
す
る
複
数
の
資
料
を
一
つ

の
ま
と
ま
っ
た
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
り
種
々
の
混
乱
が
生
じ

て
き
た
。
吋
緩
和
い
が
い
く
つ
か
の
材
料
を
も
と
に
一
篇
に
ま
と
め

ら
れ
、
ひ
と
つ
の
吊
に
抄
写
さ
れ
た
契
機
、
ま
た
「
馬
王
堆
病
害
易

伝
」
の
他
の
五
篇
や
「
吊
警
六
十
四
卦
」
と
と
も
に
出
土
し
た
所
以

が
考
究
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
ま
ず
、
ヨ
紗
和
」
を
構
成
す
る
そ
れ
ぞ

れ
の
部
分
が
十
分
に
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
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考
え
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
比
較
的
独
自
性
の
強
い
と
思
わ
れ
る
終

わ
り
の
六
節
の
中
、
吋
緩
和
」
最
終
章
に
当
た
る
第
二
十
四
章
を
取

り
上
げ
る
。
第
十
九
章
か
ら
第
二
十
申
竿
ま
で
の
六
節
は
、
い
ず
れ

も
、
ま
ず
歴
史
的
人
物
の
登
場
す
る
故
事
が
諮
ら
れ
、
そ
の
最
後

に
、
「
易
卦
其
義
日
:
:
:
」
と
し
て
易
が
引
か
れ
て
締
め
く
く
ら
れ

る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
故
事
の
多
く
は
秦
漢

期
に
成
立
し
た
伝
存
文
献
の
中
に
類
似
の
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
が

(
6
)
 

出
来
る
。
第
二
十
四
章
と
類
似
の
故
事
は
吋
呂
氏
春
秋
い
沼
山
南
子
」

吋
説
苑
い
に
み
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
明
確
な
意
図
の
も

と
編
纂
さ
れ
た
書
物
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
故
事
に
も
比
較

的
明
般
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物

に
載
せ
る
故
事
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
吋
謬
和
」
に
お
い
て
、
故
事

が
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な

意
図
に
よ
っ
て
易
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る

こ
と
に
す
る
。一

一
、
故
事
の
比
較
・
検
討

ま
ず
沼
紛
和
」
第
二
十
四
章
に
み
え
る
故
事
を
掲
げ
る
。
(
な
お

原
文
で
は
故
事
の
直
後
に
易
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

後
ほ
ど
検
討
を
加
え
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
)

越
間
子
欲
伐
街
、
使
史
黒
〔
往
時
之
。
期
以
〕
什
日
、
六
十
自
吾
川

反
。
関
子
大
怒
、
以
局
又
外
志
也
口
史
黒
田
、
五
口
君
殆
乎
、
大
過

失
。
衛
使
械
柏
王
栂
、
子
路
局
浦
、
孔
子
客
五
局
、
史
子
突
駕
、
子
議

出
入
於
朝
而
英
之
留
也
。
此
五
人
也
、
一
治
天
下
者
也
。
前
皆
在
衛

口
口
口
口
口
口
世
口
口
口
口
又
是
也
者
侃
翠
兵
部
伐
之
乎
。

趨
簡
子
(
組
問
子
)
は
衛
国
を
攻
め
よ
う
と
企
て
て
、
史
墨
(
史

黒
)
を
偵
察
に
派
遣
し
た
。
当
初
、
そ
の
期
間
は
三
十
自
と
さ
れ
て

い
た
が
、
史
墨
は
六
十
日
後
に
な
っ
て
や
っ
と
戻
っ
て
き
た
。
越
簡

子
は
そ
の
こ
と
に
大
変
腹
を
た
て
て
、
史
墨
に
は
「
外
志
」
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
疑
う
。
し
か
し
史
墨
は
そ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
あ

る
と
逆
に
越
簡
子
を
諌
め
、
衛
国
に
は
、
蓮
伯
玉
(
榛
柏
王
)
・
子

路
・
史
鱗
・
孔
子
・
子
殺
な
ど
一
人
で
も
天
下
を
治
め
ら
れ
る
よ
う

な
人
材
が
五
人
も
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
国
は
攻
撃
す
べ
き

で
は
な
い
と
報
告
す
る
。

吊
の
残
欠
な
ど
に
よ
り
明
ら
か
に
し
が
た
い
部
分
も
残
る
が
、
以

上
が
故
事
の
大
筋
で
あ
る
。
続
い
て
、
『
呂
氏
春
秋
』
「
准
南
子
』

コ
説
苑
』
に
み
え
る
故
事
を
掲
げ
る
。
(
な
お
故
事
を
承
付
て
の
意
味

づ
け
を
し
て
い
る
部
分
に
傍
線
を
付
し
た
)

( 3 ) 

『
呂
氏
春
秋
」
侍
君
賞
・
召
類
篇



越
筒
子
持
袈
待
。
使
出
入
獣
往
路
之
、
期
以
一
月
。
六
丹
市
後
反
。
越

街
子
日
、
何
英
久
也
。
史
獣
白
、
謀
利
而
待
害
、
猶
弗
察
也
白
今
慈

伯
支
局
相
、
史
鰍
佐
意
、
孔
子
矯
客
、
子
貢
使
令
於
君
前
甚
襲
。
易

問
、
換
主
(
群
、
元
吉
。
換
者
、
賢
也
。
群
者
、
衆
也
口
元
者
、
吉
之

始
也
。
換
其
群
元
吉
者
、
其
佐
多
賢
也
。
越
簡
子
按
兵
市
不
動
。
凡

謀
者
、
疑
也

D

疑
財
従
義
断
事
、
従
義
断
事
則
謀
不
節
、
謀
不
筋
則

名
賀
従
之
。
賢
主
之
孝
也
、
宣
必
旗
'
将
艶
而
乃
知
勝
敗
哉
口
祭
主
(

理
而
得
失
栄
辱
定
失
。
故
三
代
之
所
管
(
無
若
賢
也
。

主
術
篇

慈
伯
玉
局
相
、
子
賞
往
翻
之
、
臼
、
何
以
治
図
。
回
、
以
弗
治
治

之
。
徳
子
欲
伐
街
、
使
史
賠
往
競
駕
。
還
報
回
、
蓮
伯
玉
局
相
、
未

可
以
加
兵
。
閉
塞
除
問
、
何
足
以
致
之

D

故
皐
陶
指
而
矯
大
理
、
天

引
州
掛
川
1
制
割
引
割
剖
出
引
制
閥
劃
間
矧
刻
矧
」
同
刑
制
附
1
制

貴
子
児
者
也
。
故
不
一
一
一
一
口
之
令
、
不
視
之
見
、
此
伏
犠
神
良
之
所
以
潟

市
也
。

奉
使
篇

起
簡
子
持
襲
街
。
使
史
賠
往
視
之
、
期
以
一
月
。
六
月
一
向
後
反
。
鱈

子
回
、
何
其
久
也
。
賠
日
、
謀
利
而
得
中
一
一
口
、
出
不
察
也
。
今
遮
伯
ヤ

錆
相
、
史
鱗
佐
潟
、
孔
子
偽
客
、
子
一
貫
使
令
於
君
前
甚
聴
口
易
問
、

漁
茸
(
群
、
元
吉
。
換
者
、
賢
也
。
群
者
、
衆
也
。
元
者
、
吉
之
始

也
。
換
其
群
元
吉
者
、
其
佐
多
賢
也
。
簡
子
按
兵
市
不
動
耳
。

三
篇
は
、
登
場
人
物
に
多
少
の
出
入
り
や
表
記
上
の
違
い
が
あ
る

も
の
の
(
以
下
、
煩
を
避
り
る
た
め
に
表
記
は
、
越
簡
子
・
史
墨
・
慈

伯
玉
に
統
一
す
る
)
、
「
謬
和
」
と
同
一
の
故
事
に
取
材
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思

想
的
立
場
が
異
な
る
た
め
に
生
じ
て
い
る
差
異
も
あ
る
。
例
え
ば
、

蓮
伯
玉
は
、
『
謬
和
」
吋
呂
氏
春
秋
」
『
説
苑
」
で
は
衛
国
の
賢
人
の

一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
「
准
南
子
』
主
術

第
で
は
明
ら
か
に
中
心
的
人
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
主
術
篇

は
、
君
、
王
の
政
治
術
・
統
治
術
を
説
い
て
、
そ
の
要
諦
は
、
「
無
為
」

を
事
と
し
、
「
不
一
一
一
一
同
」
の
教
え
を
行
い
、
自
身
は
「
清
静
」
に
し
て

不
動
で
あ
り
、
法
度
を
厳
格
に
し
て
揺
る
が
さ
ず
、
図
版
を
旨
と
し

て
万
事
を
臣
下
に
任
せ
、
そ
の
成
果
の
み
を
督
責
し
、
自
ら
は
労
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
無
為
」

「
不
一
吉
田
」
「
清
静
」
と
い
う
語
が
い
ず
れ
も
「
老
子
」
に
も
と
づ
く
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
主
術
篇
は
、
為
政
者
が
無

為
の
境
地
に
い
る
と
と
に
よ
り
臣
下
(
を
含
め
万
物
)
が
お
の
れ
す
か

ら
そ
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
り
す
べ
て
が
完
全
に
機
能
す
る

よ
う
に
な
る
と
い
う
思
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
何
に
よ
っ
て
国
を

( 4 ) 



治
め
る
の
か
と
い
う
子
葉
の
質
問
に
対
し
て
遮
伯
玉
が
「
治
め
ざ
る

を
も
っ
て
こ
れ
を
治
め
ん
」
と
答
え
、
故
事
の
後
(
引
用
傍
線
部
)

に
堅
固
な
城
第
一
も
険
随
な
地
形
も
(
敵
を
防
ぐ
の
に
)
こ
れ
ほ
ど
の

効
力
を
持
ち
え
な
い
と
そ
の
手
腕
が
高
く
評
価
さ
れ
る
の
も
、
無
為

の
政
治
を
標
梯
す
る
吋
准
雨
子
」
主
術
鰐
の
思
想
が
故
事
に
反
映
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
訳
出
知
い
に
お
け
る

鮪
名
の
奉
使
と
は
「
君
命
を
奉
じ
て
他
国
に
使
い
す
る
こ
と
」
で
あ

る
。
と
の
縞
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
い
ず
れ
も
そ
の
職
責
を
全
う

し
た
使
者
た
ち
の
故
事
で
あ
り
、
訳
出
先
い
を
編
ん
だ
劉
向
が
こ
の

(

は

ひ

)

故
事
に
見
い
だ
し
た
意
味
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
奉

使
篇
の
文
業
は
ほ
ぼ
吋
口
口
氏
春
秋
い
を
襲
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
吋
呂
氏
春
秋
」
の
故
事
に
対
す
る
意
味
づ
け
は
、
そ

の
立
場
に
よ
り
、
吋
説
苑
」
と
は
お
の
ず
と
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
口
次
に
、
門
口
口
氏
春
秋
」
に
お
い
て
故
事
を
収
め
る
召
類
篇

の
思
想
的
立
場
が
故
事
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
を
確
か

、ノ〉口

M-7fG 
吋
口
口
氏
春
秋
い
の
召
類
と
い
う
篇
名
は
、
あ
る
事
象
は
か
な
ら
ず

そ
れ
に
類
似
し
た
結
果
を
招
く
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
篇
に
通

底
す
る
基
本
的
思
考
法
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
召
類

篇
は
現
状
の
把
握
が
正
確
で
あ
れ
ば
そ
の
行
く
末
を
も
正
し
く
判
断

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
一
種
の
法
則
を
打
ち
出
し
て
い
る

が
、
そ
の
お
も
な
関
心
は
用
兵
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
患
が

「
乱
」
で
あ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
他
国
の
侵
攻
を
招
く
こ
と
に
な
る
、

そ
れ
を
用
兵
に
活
か
せ
と
い
う
の
が
そ
の
、
王
張
で
あ
る
口
召
類
篇

は
、
用
兵
を
「
利
」
と
「
義
」
と
か
ら
説
明
し
、
「
利
」
に
も
と
づ

く
用
兵
と
「
義
」
に
も
と
づ
く
用
兵
と
の
一
両
者
を
と
も
に
肯
定
し
、

「
乱
」
を
討
つ
の
は
「
利
」
に
し
て
か
っ
「
義
」
で
あ
り
「
賢
主
」

の
な
す
と
こ
ろ
で
あ
る
と
す
る
。
逆
に
、
他
国
か
ら
の
侵
略
を
防
ぐ

に
は
何
よ
り
も
「
治
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る

国
が
他
国
に
攻
め
入
る
の
は
「
利
」
の
た
め
で
な
り
れ
ば
「
名
」
の

た
め
で
あ
り
、
自
国
が
「
治
」
で
あ
れ
ば
、
「
利
」
を
目
的
と
す
る

も
の
も
「
義
」
を
自
的
に
す
る
も
の
も
侵
攻
し
て
く
る
こ
と
が
な

く
、
「
名
」
も
「
笑
」
も
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
い
く
ら
強
国

で
あ
っ
て
も
他
国
を
攻
め
た
り
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
召
類
篇

は
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
義
」
「
名
」
お
よ
び

「
利
」
「
実
」
は
、
「
大
義
・
名
分
」
と
「
利
読
・
実
益
」
と
い
う
ほ

ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
口
召
類
篇
は
、
侵
略
行
為
を
古
代
か
ら
あ
っ
た

も
の
と
し
て
容
認
し
、
そ
れ
が
「
義
」
「
利
」
の
い
ず
れ
を
動
機
と

す
る
か
に
は
関
係
な
く
、
相
手
が
「
乱
」
な
ら
ば
攻
め
な
く
て
は
な

ら
ず
、
「
治
」
で
あ
れ
ば
お
し
と
ど
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す

る
。
そ
し
て
こ
の
「
治
乱
」
の
見
極
め
を
用
兵
の
関
鍵
と
し
て
何
よ

り
も
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
「
呂
氏
春
秋
』
に

( 5 ) 



お
け
る
故
事
を
振
り
返
る
。

召
類
篇
で
は
故
事
の
直
後
(
引
用
傍
線
部
)
に
、
不
確
実
さ
が
つ

き
ま
と
う
計
略
を
全
う
す
る
た
め
に
は
「
義
」
に
よ
り
事
を
断
ず
る

べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
賢
主
」
は
実
際
の
戦
い
を

経
ず
と
も
「
理
」
を
「
察
」
す
る
こ
と
で
あ
ら
か
じ
め
そ
の
勝
敗
・

得
失
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
た
め
に
「
賢
」
を
貴
ぶ
の
だ
と
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
す
で
に
見
た
召
類
篇
の
基
本
的
思
考

に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
吋
口
口
氏
春
秋
い
召
類
篇
の
故
事
に

お
い
て
称
揚
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
衛
国
の
「
治
」
を
見
極

め
た
史
墨
で
あ
ろ
う
か
、
史
国
訟
の
報
告
を
も
と
に
挙
兵
を
取
り
や
め

た
趨
簡
子
で
あ
ろ
う
か
。
帰
国
が
遅
れ
た
こ
と
を
越
街
子
に
た
ず
ね

ら
れ
て
「
利
を
謀
り
て
窓
口
を
得
る
は
、
察
せ
ざ
る
に
よ
る
な
り
」
と

答
え
た
史
翠
が
「
賢
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

が
、
刀
口
類
篇
の
冒
頭
お
よ
び
故
事
の
直
後
に
「
賢
主
」
と
い
う
表
現

が
み
え
て
い
る
乙
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
と
で
は
越
鶴
子
の
方
に
よ
り

重
き
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ

と
は
、
次
に
あ
げ
る
宮
口
氏
春
秋
い
有
始
覧
・
応
同
篇
の
記
事
に
よ

っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

凡
兵
之
用
也
、
用
於
利
、
用
於
義
。
攻
地
別
脆
、
脆
則
攻
者
利
。
攻

乱
別
義
、
義
則
攻
者
祭
。
策
立
利
、
中
主
猶
且
矯
之
、
況
於
賢
主

乎
。
故
割
地
質
器
、
卑
鮮
屈
服
、
不
足
以
止
攻
、
惟
治
局
足
。
治
則

震
利
者
不
攻
失
。
活
名
者
不
伐
失
。
凡
人
之
攻
伐
也
、
非
矯
利
則
図

局
名
也
、
名
賀
不
得
、
困
難
彊
大
者
、
易
錦
攻
突
。
解
在
乎
史
墨
来

而
綴
不
襲
衛
、
趨
鶴
子
可
謂
知
動
静
実
。

こ
こ
に
は
召
類
篇
の
冒
頭
と
ほ
ぼ
同
様
の
文
が
み
え
て
い
る
。
そ

の
主
旨
も
召
類
篤
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
傍
線
部
の
「
解
は
史
墨

の
来
り
て
抑
制
め
て
衛
を
襲
わ
ざ
る
に
在
り
」
と
い
う
の
が
、
?
」
の

段
(
応
伺
矯
)
の
例
証
は
、
史
愚
一
の
報
告
に
よ
っ
て
越
簡
子
が
衛
国

攻
略
を
思
い
と
ど
め
た
故
事
に
あ
る
」
、
す
な
わ
ち
召
類
篇
に
挙
げ

る
故
事
を
参
照
せ
よ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
弱
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
続
り
て
「
越
簡
子
は
動
静
を
知
る
と
謂
う
べ
し
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
口
氏
春
秋
」
に
お
い
て
は
、
「
治
乱
」
を
見
極

め
た
そ
の
功
は
越
簡
子
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
乙
と
が
確
認
で
き
る
の

で
あ
る
。

( 6 ) 

以
上
よ
り
、
吋
口
口
氏
春
秋
い
日
港
南
子
」
吋
説
苑
」
に
お
い
て
、
故

事
に
反
映
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
事
お
よ
び
中
心
的
登
場
人

物
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

事

中
心
的
人
物

関

Jし、

用
兵
に
お
け
る
治
乱
の
見
極
め

組
簡
子



「
准
尚
子
」

道
家
的
無
為
の
政
治

選
伯
玉

罰
則
苑
」

岡
、
弘
コ
4
1
J
'
J
1
j
}
寸
J

相
川
斗
で

fU
斗

d
r
J
Iノ

史
墨

甘
口
氏
春
秋
い
と
の
比
較
か
ら
気
が
つ
く
の
は
「
謬
和
」
で
は
越

筒
子
の
評
価
が
低
く
、
そ
れ
に
応
じ
て
史
患
に
対
す
る
評
価
が
棺
対

的
に
高
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ヨ
股
和
い

で
は
、
期
日
に
遅
れ
て
戻
っ
て
き
た
史
翠
に
対
し
、
越
簡
子
は
大
変

に
腹
を
立
て
て
そ
の
背
信
ま
で
も
疑
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
対

し
史
墨
は
「
吾
が
君
殆
う
き
か
な
、
大
い
に
過
て
り
」
と
越
鶴
子
を

諌
め
て
い
る
。
趨
筒
子
は
と
て
も
「
賢
主
」
に
相
応
し
い
と
は
い
え

な
い
扱
わ
れ
方
を
し
て
お
り
、
逆
に
、
史
朗
訟
は
、
そ
の
よ
う
な
総
明

と
は
一
一
一
一
口
え
な
い
君
主
に
仕
え
な
が
ら
も
偵
察
の
任
務
を
全
う
し
正
し

い
方
向
へ
導
く
賢
一
位
と
し
て
捕
か
れ
て
い
る
。
史
翠
一
に
与
え
ら
れ
た

期
日
は
守
口
氏
春
秋
」
吋
緩
和
い
と
も
に
一
ヶ
月
で
あ
る
が
、
偵
察

か
ら
戻
る
の
は
百
口
氏
春
秋
い
で
は
六
ヶ
月
後
、
『
'
謬
和
」
で
は
六

十
自
後
と
さ
れ
て
い
る
口
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
「
謬
和
』
に
は

越
街
子
を
低
め
史
墨
を
高
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
て
い
る
こ
と

を
認
め
る
と
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
故
事
の
結
び
が
、
『
呂
氏

春
秋
」
で
は
「
超
能
子
兵
を
按
じ
て
動
か
ず
」
と
な
っ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
吋
謬
和
」
で
は
「
い
わ
ん
や
兵
を
翠
げ
て
こ
れ
を
伐
つ
を

や
」
と
い
う
史
朗
自
の
発
言
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
も
両
者
の
違

い
を
対
照
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
吋
謬
和
」
で
は

史
患
が
故
事
の
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
吋
悌
砂
利
い
第
二
十
四
章
に
お
け
る
易
の
引
用
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
故
事
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
口

一
、
「
鰐
和
」
に
お
け
る
易
の
引
用
に
つ
い
て

吋
謬
和
い
で
は
、
故
事
の
直
後
に
易
が
引
か
れ
て
次
の
よ
う
に
続

い
て
い
る
。

易
卦
其
議
日
、
観
〔
閤
〕
之
光
、
利
用
賓
子
玉
。
易
自
、
童
童
往

来
、
仁
不
達
也
。
不
克
位
、
義
不
達
也
。
其
行
塞
、
道
不
達
也
。
不

明
晦
、
(
明
〕
不
達
〔
也
〕
。
口
口
口
口
、
(
仁
達
矢
〕
。
〔

義
達
奏
。
創
出
制
制
、
道
達
矢
。
制
闘
剖
剤
、
明
達
長
。

( 7 ) 

引
用
の
仕
方
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。
原
文
中
で
傍
線
を
付
し
て
あ

る
の
が
易
の
経
文
で
、
ま
ず
、
「
易
卦
其
義
日
」
と
し
て
観
六
四
の

交
辞
の
一
部
が
引
か
れ
る
口
「
易
卦
其
義
白
」
と
い
う
引
用
の
仕
方

は
他
の
資
料
に
は
全
く
例
を
見
ず
、
「
馬
主
堆
吊
室
田
易
伝
」
で
も

『
謬
和
』
の
終
わ
り
の
六
一
章
に
の
み
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
六
章
中

の
引
用
は
、
い
ず
れ
も
交
辞
で
あ
り
卦
辞
で
は
な
い
の
に
「
卦
」
と



い
う
の
は
疑
問
で
は
あ
る
が
、
前
述
の
故
事
を
承
け
て
「
易
で
は
こ

の
故
事
の
道
部
一
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
、
さ
ら
に
「
易
日
:
:
:
」

と
し
て
、
成
九
四
・
復
上
ム
ハ
・
鼎
九
一
一
了
明
夷
上
ム
ハ
・
泰
上
ふ
ハ
の
そ

れ
ぞ
れ
の
が
〈
辞
の
一
部
分
と
、
観
六
回
、
が
再
度
引
か
れ
る
。
傍
線
を

付
し
て
い
な
い
「
仁
不
透
」
「
義
不
達
」
「
道
不
逮
」
「
〔
明
〕
不
透
」

コ
仁
逮
ご
辺
誠
達
」
吋
道
達
」
「
明
達
}
の
部
分
は
易
の
引
用
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
交
辞
が
象
徴
す
る
状
況
に
お
い
て
、
仁
・
義
・

道
・
明
が
実
現
し
て
い
る
か
一
台
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
対
応

関
係
を
整
理
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
口
(
括
弧
の
中
の
数
字
は
「
易

(4) (3) (2) (1) 
不其 不意
明行克議:
n毎器柾往

51ミ

i現

不
逮

的
自
包
告
命
・
・
・
・
・
・
進
達

川
間
観
閤
之
光
・
，••. 

，
明
遼

こ
れ
ら
の
引
用
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
き
を
な
す
の
は
、
「
易
其

日
ん
と
「
易
口
ど
と
に
二
回
み
え
て
い
る
「
悶
の
光
を
観
る
。
階
、

て
主
に
賓
た
る
に
利
し
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い

Q

そ
し

て
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
の
故
事
に
お
い
て
中
心
的
役
割

を
担
っ
て
い
た
の
が
史
患
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
引
用

は
、
「
留
の
光
」
た
る
賢
人
達
に
よ
っ
て
安
定
し
て
い
る
衛
の
状
況

を
見
援
め
た
史
墨
の
「
観
」
察
能
力
を
称
揚
し
、
そ
の
よ
う
な
史
患

を
「
舟
て
主
に
賓
た
る
に
利
し
」
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
観
六
回
交
辞
の
引
用
か
ら
、
沼
紛
和
」
が
雷
一
一
き
を
置
い
て

い
る
の
は
、
衛
国
を
安
定
に
導
き
趨
簡
子
の
企
て
を
未
然
に
防
い
だ

賢
人
達
で
は
な
く
、
衛
留
の
状
況
を
見
極
め
越
鱈
子
に
衛
関
へ
の
侵

攻
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
史
墨
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
依
然
、
い
く
つ
か
の
疑
問
点
は
残
る
。
例
え

ば
、
「
易
日
」
以
下
に
み
え
る
引
用
仙
の
「
醗
圏
之
光
、
明
央
」
に

お
け
る
「
明
」
と
い
う
語
は
、
史
朗
郡
山
の
観
察
力
お
よ
び
判
断
力
に
対

す
る
評
価
と
し
て
は
い
か
に
も
適
当
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
故
事
の

結
び
と
し
て
は
「
易
卦
其
義
日
」
の
引
用
で
す
で
に
十
分
で
は
な
い

か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
「
易
臼
」
以
下
の
引

用
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
故
事
の
ど
の
よ
う

な
場
回
・
状
況
を
念
頭
に
述
べ
て
い
る
の
か
、
仁
・
義
・
道
・
明
の

四
つ
の
徳
の
関
係
、
さ
ら
に
「
易
卦
其
議
日
」
の
引
用
と
の
関
係
な

ど
に
つ
い
て
考
え
る
。

ωの
成
六
四
の
が
〈
辞
の
全
文
は
「
貞
な
れ
ば
古
口
悔
亡
ぶ
。
犠
協

出

υ引
出
斜
計
一
利
川
州
、
の
思
い
に
従
う
」
で
あ
る
。

に

つ

い

て

は

諸

説

あ

る

で

は

、

( 8 ) 



不
定
也
」
と
あ
る
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
心
務
ち
着

か
ず
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
の
は
、
仁
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
史
期
限
が
偵
察
に
行
く
に
際
に
越
鱒
子
の
自
を

気

ιせ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

ωの

復
上
六
交
辞
「
復
る
に
迷
う
。
凶
な
り
。
災
笥
あ
り
。
出
一
で
帥
を
行

お
よ

る
。
終
に
大
敗
す
る
こ
と
有
り
。
設
(
の
国
君
に
以
ぶ
口
凶
。
十
年
に

あ
な

至
る
ま
で
征
す
る
克
わ
ず
」
は
、
吋
側
勝
利
」
で
は
、
直
接
に
は
衛
関

へ
の
攻
撃
が
不
可
能
で
あ
り
避
け
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
忠

か
え

わ
れ
、
他
に
も
「
復
る
に
迷
う
い
「
終
に
大
敗
す
る
こ
と
有
り
」
「
其

お
よ

の
君
に
以
ぶ
」
な
ど
も
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

ωの
鼎
九
一
一
一
交
辞
「
鼎
の
耳
革
ま
る
。
其
の
行
塞
が
る
、
維
の
菅
あ

dAV
火
C

れ
ど
も
食
わ
ず
、
方
に
隅
ふ
ち
ん
と
し
て
、
侮
を
紡
く
、
終
に
吉
な

り
」
も
、

ωと
何
様
に
趨
鶴
子
に
よ
り
史
選
の
自
由
な
活
動
が
制
限

さ
れ
る
よ
う
な
状
況
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
川
刊
の
明
夷
上
六
交
辞

「
不
明
に
し
て
、
栂
し
。
初
め
は
天
に
登
る
、
後
に
は
地
に
入
る
」

は
、
以
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
状
態
を
ま
と
め
て
為
政
者
と
し
て
の
越

鰭
子
の
不
明
ぶ
り
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
口
仰
の
泰
上
六
の

4
4
v
n
リ

「
城
憶
に
復
る
。
師
を
用
い
る
な
か
れ
。
口
出
よ
り
命
を
告
ぐ
。
貞
な

れ
ど
も
苔
J

は
、
引
用
部
分
の
窓
味
は
未
詳
で
あ
る
が
、
そ
の
直

前
の
「
師
を
用
い
る
な
か
れ
」
が
、
史
患
の
越
簡
子
へ
の
報
告
内
容

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る

D

以
上
を
ま
と
め
る
と
、

ωか
ら
凶
ま
で
は
、
越
簡
子
に
よ
る
政
治

の
欠
点
が
、

ωか
ら
附
は
史
墨
に
よ
る
功
績
が
互
い
に
対
照
さ
れ
評

価
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
沼
紛
和
い
に
お
け
る
易
の
引
用

は
、
卦
や
交
の
吉
凶
や
象
・
位
・
正
不
正
な
ど
は
関
係
が
な
く
、
断

章
取
義
的
に
故
事
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
相
応
し
い
よ
う
な
詩
句
が

選
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
山
の
成
六
四
の

叉
辞
自
体
か
ら
は
「
仁
不
達
」
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
根
拠
は
何
も

な
い
し
、
成
卦
全
体
と
の
関
連
も
何
ら
見
出
せ
な
吋
。
ま
た
、

ωと

川
聞
に
お
け
る
「
明
不
違
」
「
明
達
」
と
の
評
価
は
、
故
事
の
内
容
か

ら
も
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
仁
・
義
・
道
に
つ
い
て
は
、
ど

う
し
て
そ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
雑
で
は

な
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
故
事
の
、
主
張
の
中
心
は
「
明
」
に
あ
り
、

仁
・
義
・
道
は
い
わ
ば
そ
の
権
威
づ
け
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
も
の

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

判
謬
和
い
第
二
十
四
章
か
お
り
、
事
情
南
子
い
に
お
け
る
「
道
家
的
君

主
術
」
あ
る
い
は
宣
口
氏
春
秋
い
広
お
け
る
「
治
乱
の
見
極
め
」
に

当
た
る
よ
う
な
思
想
を
あ
え
て
抽
出
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
史
墨

の
よ
う
な
状
況
抱
援
の
能
力
を
持
っ
た
臣
下
の
重
視
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
q

し
か
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
呂

氏
春
秋
い
召
類
篇
で
は
、
易
の
換
卦
六
回
の
交
辞
は
史
墨
一
の
セ
リ
フ

の
中
で
引
か
れ
て
お
り
、
故
事
の
中
で
易
は
史
墨
の
主
張
を
裏
打
ち

( 9 ) 



す
る
権
威
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
自
的

は
あ
く
ま
で
も
「
治
乱
の
見
極
め
」
の
重
要
性
を
主
張
・
証
明
す
る

こ
と
に
あ
る
口
一
方
、
吋
緩
和
い
に
お
い
て
は
、
易
の
引
用
は
、
故

事
の
筋
の
外
に
設
か
れ
て
故
事
全
体
を
統
べ
る
働
き
を
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
す
で
に
み
た
能
患
の
重
視
と
い
う
主
張
の
ほ
か
に
、
易

そ
の
も
の
の
価
値
を
高
め
よ
う
と
す
る
意
関
を
見
い
だ
せ
そ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
吋
謬
和
い
に
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
易
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
、
易
に
よ
っ
て
万
象
が
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と

を
駿
伝
し
よ
う
と
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
一
取
り
上
げ
た
第
二
十
四
章
で
、
耳
切
臼
」
と
し
て
災
辞
を
引

く
部
分
は
、
実
は
終
わ
り
の
ふ
ハ
節
が
易
を
引
く
燦
の
体
例
「
易
卦
其

義
臼
」
か
ら
は
外
れ
て
い
る
。

ζ

れ
は
吋
緩
和
い
の
編
者
が
そ
の
最

終
章
を
締
め
く
く
る
に
当
た
っ
て
故
事
に
あ
う
文
言
を
さ
ら
に
易
の

中
か
ら
探
し
だ
し
後
か
ら
加
え
た
こ
と
を
示
す
痕
跡
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
伝
存
文
献
に
は
全
く
み
え
な
い
語
議
が
吋
謬
和
い
に
は
集
中

し
て
み
え
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
沼
紛
和
い
は
た
だ
既
存
の
資

料
を
寄
せ
集
め
た
だ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
編
纂
意
関
の
も
と
、
あ

る
程
度
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
二

十
四
裁
に
お
い
て
「
易
卦
其
義
日
」
の
後
に
さ
ら
に
「
易
日
」
の
部

分
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ち
は
、
円
謬
和
い
編
纂
の
目
的

は
易
の
喧
伝
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

回
、
む
す
び

本
稿
で
は
吋
緩
和
い
第
二
十
四
章
の
故
事
を
取
り
上
げ
、

秋
」
吋
准
高
子
』
吋
説
苑
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
吋
謬
和
」
に
お

い
て
故
事
が
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
ど

の
よ
う
な
意
図
に
よ
っ
て
易
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
諸
般
和
』
で
は
、
衛
の
政
治
状
況
を

正
し
く
抱
援
し
、
越
簡
子
に
侵
攻
を
あ
き
ら
め
る
よ
う
に
進
一
一
一
一
閃
し
た

史
墨
が
故
事
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
こ
に

は
い
わ
ば
尚
資
的
思
想
が
読
み
取
れ
る
こ
と
、
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
高
砂
和
い
の
一
編
纂
向
口
約
は
易
の
陪
一
伝
そ
の
も
の
に
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
は
易
を

利
用
し
て
自
身
を
政
治
の
場
に
売
り
出
そ
う
と
す
る
儒
家
の
姿
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
尚
緊
的
傾
向
が
諸
般
和
い
全
体
を

覆
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
沼
紛
和
い
の
編
纂
意
図
が
奈
辺
に

あ
る
の
か
、
さ
ら
に
諸
般
和
い
の
終
わ
り
の
六
章
そ
し
て
諸
般
和
い

全
体
の
中
で
改
め
て
考
え
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
口

こ
れ
ら
の
課
題
を
確
認
し
て
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

、、在
S

，，v

内
什

U

噌

a
g・喝

F
s
a
e
h
也、

l~主

到
《
滋
南
子
・
謬
称
割
〉
関
子
穆
生
易
学



第
二
輯
、
華
夏
出
版
社
、

一
九
九
六

的
一
種
推
測
」

年
間
月
)
参
照
。

2
)
拙
論

…
…
一
一
子
関
」
の
構
成
に
つ
い
て
」
(
認
汎
波
大
学
中
国

八
、
筑
波
大
学
中
国
文
学
研
究
室
、
一
九
九
九
年
一
月
)

参
照
。

(3)
吋

仰

に

は

、

ア

(

畿

圏

)

」

が

記

さ

れ

て

い

る

が

、

南
の
残
欠
に
よ
り
分
掌
が
定
か
で
な
い
筋
一
昨
も
あ
り
、
全
体
で
何
事
に
分

か
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
異
説
が
あ
っ
た
。
部
氏
は
こ

O
輩
、
磨
氏
は

二
十
四
説
、
近
藤
氏
は
二
十
五
輩
、
越
氏
は
こ
十
ニ
背
中
に
そ
れ
ぞ
れ
分
議

す
る
が
、
正
し
く
は
二
十
明
濯
で
あ
る
。
諸
説
の
出
所
に
つ
い
て
は
、
後

、注

(
7
〉
お
よ
び

(M)
を
参
照
の
こ
と
。

(
4
)
厳
密
に
い
え
ば
、
第
二
十
四
山
草
に
は
「
易
日
:
:
:
」
と
し
て
易
の
引

用
が
児
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ
る
。

(5)
拙
稿
「
吊
害
援
似
法
い
吋
十
六
経
い
吋
称
い
な
坦
原
」
四
篇
の
成
立
に
つ

い
て

l
l黄
者
と
の
関
わ
り
を
中
心
に

l
l」
(
沼
ー
思
文
化
」
五
十
五

号
、
中
国
文
化
学
会
、
一
九
九
七
年
)
、
「
(
訪
問
評
)
閉
山
巳
ヨ
ロ

a
g
A
2著

-「

Z
J
Pニ
0
3司

MWS湾内
O
「
ぱ
問
。
買
わ
か
き
門
戸
ωい
」
(
吋
中
国
出

第
二
号
、
中
間
出
出
土
資
料
研
究
会
、
一
九
九
八
年
六
月
)

非
韓
篇
に
、
第
二
十
二
一
軍
は
、
吋
韓
非
子
」
説
林
下
篇
、
吋
神
間
宮
欝

巻
二
、
岩
肌
苑
い
権
謀
鰐
に
、
第
二
十
三
章
は
、
百
口
氏
春
秋
い
似
願

論
・
似
脱
鱗
、
吋
説
苑
い
権
謀
錦
、
吋
楚
史
梼
杭
い
に
類
似
の
故
事
を
載
せ

る
。
ま
た
第
二
十
四
章
に
つ
い
て
は
、
吋
北
堂
設
問
紗
い
四

O
政
術
部
・
奉

使
に
「
説
苑
一
宮
:
:
:
」
、
川
太
平
御
覧
」
四
O
二
人
事
部
・
鼓
資
に
「
呂
氏

春
秋
日
:
:
:
」
と
し
て
こ
の
故
事
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(7)
本
稿
に
お
け
る
吋
謬
和
い
の
釈
文
は
、
襲
名
春
宮
m
書
《
易
伝
》
初

探
い
(
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
九
八
年
)
の
附
録
ニ
の
「
吊
書
易
伝
図
版
」

を
も
と
に
、
摩
名
春
「
内
市
議
一
〈
緩
和
》
釈
文
」
(
吋
国
際
易
学
研
究
い
第
一

瞬
、
禁
裏
出
版
社
、
一
九
九
五
年
一
月
)
、
陳
松
長
「
潟
王
堆
吊
警
《
謬

和

γ
〈
昭
カ
〉
釈
文
」
(
立
壇
家
文
化
研
究
」
第
六
輯
、
上
海
古
籍
出
版

社
、
一
九
九
五
年
六
月
)
、
部
球
柏
「
吊
書
周
易
校
釈
(
増
訂
本
)
」
(
湖

南
出
版
社
、
一
九
九
六
年
八
月
)
、
開
口
宅
〉
河
口
一
「
∞
詰
〉
の
同
Z
開
ωa

印
戸
川
町
民
叫
b
t
h
~
叫J
凡
打
川
町
内
h
h
M
h
h
h
O可
門
川
見
い
山
之
口
町
九
戸
出
〉
F
S

F
〉
Z
、コ
Z
何

回

C
C
Mハ
印

H
U
沼
、
「
《
'
謬
和
》
《
昭
力
》
改
進
釈
文
」
(
林
亨

錫
碩
士
学
位
論
文
附
録
立
制
漢
馬
易
易
侍
侠
篇
之
研
究
l
l以
南
盤
面
〈
謬

和
て
《
昭
力
》
鰐
為
中
心
」
附
録
」
、
一
九
九
七
年
五
月
)
、
彦
名
春

又
謬
和
V

釈
文
」
(
上
掲

E
m審
〈
易
偉
》
初
探
」
所
収
)
、
越
建
偉
古
山

土
簡
開
《
馬
易
》
疏
護
」
(
寓
巻
楼
、
一
一

0
0
0年
て
ま
た
、
筆
者
が
参

加
し
て
い
る
東
京
大
学
大
学
院
池
田
知
久
教
授
の
ぜ
ミ
に
お
付
る
荻
野
友

範
氏
配
付
の
レ
ジ
ュ
メ
を
参
照
し
た
。

(8)
主
術
篇
の
冒
頭
に
泣
「
人
主
之
捕
、
慮
無
矯
之
事
、
部
行
不
言
之
教
、

清
静
荷
不
動
、
一
度
高
不
接
、
因
循
市
任
下
、
賛
成
荷
不
労
」
と
あ
る
。

(9)

に
収
め
ら
れ
る
故
事
・
説
話
が
劉
向
自
身
の
手
に
な
る
も
の

{ 11 ) 



定
の
意
図
が
あ
る
こ
と
に
つ

(
講
談
社
、
一
九
九
…

で
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
編
纂
に
は

い
て
は
、
池
間
秀
三
日
説
苑
知
恵
の
花

を
参
照
。

(
刊
)
以
下
、
召
類
篇
の
留
頭
の
原
文
を
掲
げ
る
。

四
日
、
類
間
棺
拐
、
議
問
則
合
、
盤
比
郎
牒
。
故
鼓
宮
間
宮
殿
、
鼓
角
部

角
動
。
以
龍
致
問
、
以
形
逐
影
。
綿
一
循
之
所
自
来
、
衆
人
以
鯖
命
駕
、
不

知
其
所
由
。
故
関
説
非
猫
鋭
、
有
必
沼
冠
。
猫
胤
未
必
亡
塩
、
話
題
間
無

以
存
長
。
凡
兵
之
用
也
、
用
於
利
、
用
於
義
。
攻
鼠
刻
版
、
服
則
一
攻
者

利
。
攻
凱
別
議
、
畿
財
攻
者
祭
。
柴
良
利
、
中
主
猶
立
矯
之
、
有
況
於
賢

主
乎
。
故
割
地
質
器
文
創
卑
齢
屈
服
、
不
足
以
止
攻
、
晴
治
掲
足
。
治
則

筋
利
者
不
攻
央
、
偽
名
者
不
伐
突
。
凡
人
之
攻
伐
也
、
非
矯
科
別
問
矯
名

也
。
名
賢
一
小
得
、
国
雌
街
大
、
別
問
無
煽
攻
突
。
兵
一
昨
自
来
者
久
突
。
発
戦

於
丹
一
水
之
浦
、
以
服
南
鍛

Q

舜
部
苗
民
、
克
易
其
館
。
詞
攻
曹
観
、
屈
驚

有
感
、
以
行
其
教
。
一
一
一
王
以
色
、
問
皆
用
兵
由
。
総
則
用
、
治
郎
止
。
治

一
向
攻
之
、
不
祥
英
大
一
皆
川
。
鋭
而
弗
討
、
筈
民
莫
長
一
括
。
此
治
範
之
化
也
、

文
武
之
所
由
起
也
。
文
者
愛
之
徴
也
、
武
者
態
之
表
也
。
愛
怒
循
義
、
文

武
有
常
、
聖
人
之
元
也
。
嬰
之
若
来
、
暴
之
序
、
時
一
全
部
事
生
之
。
型
人
不

能
鵡
時
、
間
能
以
事
適
時
。
事
趨
於
時
者
其
功
大
。

(
日
)
前
注
参
照
。

(
ロ
〉
楠
山
春
樹

pu氏
春
秋
の
形
成
1

1
「
解
在
乎

2
5
の
句
を
め
ぐ
っ

て
l
iい
(
叶
早
稲
回
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
一
紀
要
(
哲
学
・
史
学
編
)
い

第
一
一
一
十
支
輯
、
一
九
八
七
年
)
参
照
。

(
日
〉
伝
停
文
献
に
お
い
て
は
記
名
伊
荘
二
十
二
年
、
百
人
記
い
陳
紀
世

家
・

mm敬
仲
完
世
家
に
、
腕
六
回
の
交
僻
の
引
用
が
見
え
る
が
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
田
完
の
故
事
に
お
げ
る
も
の
で
あ
る
。

(
M
M
)

近
藤
浩
之
「
馬
玉
準
漠
墓
吊
霊
田
門
田
川
易
」
研
究
概
説
・
中

i
i
「吊

書
簡
易
同
研
究
の
現
状
と
課
題
1

1
」
(
吋
中
盟
哲
学
研
究
」
第
十
一
号
、

一
九
九
八
年
三
月
)
で
は
、
「
易
自
」
以
下
を
別
の
章
と
見
倣
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
が
、
上
掲
言
巾
設
問
一
《
易
停
〉
初
探
い
附
録
二
一
前
収
の
「
白
巾
盟
関

易
簿
闘
版
」
に
よ
れ
ば
、
観
六
聞
の
引
用
と
「
易
自
」
の
間
に
は
、
分
章

の
標
識
で
あ
る
了
」
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
易
日
」
以
下
に
、

再
度
、
観
六
回
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
は
ひ
と
つ
の
章

で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
吋
経
典
釈
文
い
に
は
「
憧
樺
」
を
掲
出
し
「
馬
一
五
易
行
貌
。
五
粛
去
往

来
不
絶
貌
。
蹟
雄
一
疋
往
来
也
。
翻
意
未
定
也
」
と
あ
り
、
「
周
易
集
解
い

に
は
「
撞
慢
、
懐
思
慮
也
」
と
い
う
虞
翻
の
説
を
載
せ
る
。
ま
た
、
吋
経

典
釈
文
ん
に
は
「
龍
、
京
作
揺
。
字
林
一
広
埠
遅
也
」
と
も
あ
る
。

(
日
)
た
だ
し
、
一
部
、
象
伝
と
共
通
の
方
向
性
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

(
口
)
例
え
ば
、
第
一
一
ナ
四
章
に
み
え
て
い
た
「
外
志
」
の
語
は
、
管
克
の

限
り
伝
存
文
献
に
は
そ
の
府
側
を
見
出
せ
ず
、
こ
の
ほ
か
諸
般
和
い
第
十

一
…
十
一
一
一
意
に
一
一
例
が
み
え
る
の
み
で
あ
る
。

(
筑
波
大
学
大
学
院
)
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